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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の管腔臓器内の被写体像を撮像した撮像画像と、当該被写体像を撮像した際の撮像
位置情報とを関連付けて記憶する撮像情報記憶部と、
　前記所定の管腔臓器内の被写体像を結像する対物光学窓と、
　前記被写体像を撮像して撮像画像を取得する撮像部と、
　前記対物光学窓の位置情報を取得する位置情報取得部と、
　前記位置情報取得部で取得した前記位置情報を前記所定の管腔臓器の３次元形状情報に
位置合わせする位置合わせ部と、
　前記撮像部が前記撮像画像を取得することに伴い、前記位置情報を前記位置合わせ部に
よって前記３次元形状情報に位置合わせし、前記３次元形状情報中における当該撮像画像
を取得した際の撮像位置情報を算出する撮像位置算出部と、
　前記位置情報取得部で取得した前記位置情報に基づいて、前記３次元形状情報中におけ
る前記撮像部による現在の撮像位置または撮像範囲を算出する制御部と、
　前記撮像情報記憶部の記憶結果に基づき、前記制御部によって算出された前記撮像部に
よる現在の撮像位置または撮像範囲に少なくとも一部が重なる前記撮像位置情報を特定し
、特定した前記撮像位置情報に関連する前記撮像画像を前記撮像情報記憶部から取得し、
取得した前記撮像画像を所定の基準に基づき並べた画像列を生成する画像処理部と、
　を有することを特徴とする医療機器システム。
【請求項２】
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　前記３次元形状情報中の所定の位置または領域を指定する指定部をさらに備え、
　前記画像処理部は、前記指定部によって指定された前記３次元形状情報中の所定の位置
または領域に少なくとも一部が重なる前記撮像位置情報を特定し、当該撮像位置情報に関
連する前記撮像画像を前記撮像情報記憶部から取得し、取得した前記撮像画像を所定の基
準に基づき並べた画像列を生成することを特徴とする請求項１に記載の医療機器システム
。
【請求項３】
　前記医療機器システムは、前記対物光学窓と前記撮像部とを有する内視鏡を含み、
　前記画像処理部は、前記内視鏡による観察中は、前記撮像部による現在の撮像位置また
は撮像範囲に少なくとも一部が重なる前記撮像位置情報を特定し、前記内視鏡による観察
終了後は、前記指定部によって指定された前記３次元形状情報中の所定の位置または領域
に少なくとも一部が重なる前記撮像位置情報を特定することを特徴とする請求項２に記載
の医療機器システム。
【請求項４】
　前記指定部は、前記位置または領域を複数指定可能に構成されており、
　前記画像処理部は、前記指定部によって指定された複数の前記位置または領域毎に前記
画像列を表示する表示領域を生成することを特徴とする請求項２に記載の医療機器システ
ム。
【請求項５】
　前記画像処理部は、複数の内の何れかの前記位置または領域に重なる前記撮像位置情報
がない場合には、前記表示領域に前記撮像画像が存在しないことを示唆する示唆情報を重
畳することを特徴とする請求項４に記載の医療機器システム。
【請求項６】
　前記撮像位置情報は、前記３次元形状情報中における撮像範囲に関する情報を含むこと
を特徴とする請求項１に記載の医療機器システム。
【請求項７】
　前記所定の基準は、前記対物光学窓から前記所定の管腔臓器までの距離、被写体の特定
位置から前記撮像位置情報で示される位置までの距離、時系列、前記所定の管腔臓器内の
所定の特徴部位の大きさの何れかであり、
　前記画像処理部は、前記所定の基準を複数の基準の中から選択的に変更可能に構成され
ていることを特徴とする請求項２に記載の医療機器システム。
【請求項８】
　撮像情報記憶部が、所定の管腔臓器内の被写体像を撮像した撮像画像と、当該被写体像
を撮像した際の撮像位置情報とを関連付けて記憶するステップと、
　対物光学窓が、前記所定の管腔臓器内の被写体像を結像するステップと、
　撮像部が、前記被写体像を撮像して撮像画像を取得するステップと、
　位置情報取得部が、前記対物光学窓の位置情報を取得するステップと、
　位置合わせ部が、前記位置情報取得部で取得した前記位置情報を前記所定の管腔臓器の
３次元形状情報に位置合わせするステップと、
　撮像位置算出部が、前記撮像部が前記撮像画像を取得することに伴い、前記位置情報を
前記位置合わせ部によって前記３次元形状情報に位置合わせし、前記３次元形状情報中に
おける当該撮像画像を取得した際の撮像位置情報を算出するステップと、
　制御部が、前記位置情報取得部で取得した前記位置情報に基づいて、前記３次元形状情
報中における前記撮像部による現在の撮像位置または撮像範囲を算出するステップと、
　画像処理部が、前記撮像情報記憶部の記憶結果に基づき、前記制御部によって算出され
た前記撮像部による現在の撮像位置または撮像範囲に少なくとも一部が重なる前記撮像位
置情報を特定し、特定した前記撮像位置情報に関連する前記撮像画像を前記撮像情報記憶
部から取得し、取得した前記撮像画像を所定の基準に基づき並べた画像列を生成するステ
ップと、
　を有することを特徴とする医療機器システムの作動方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、管腔臓器内の被写体像を撮像して撮像画像を取得し表示する医療機器システ
ム、医療機器システムの作動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　管腔臓器内の被写体像を撮像して撮像画像を取得し表示する医療機器システムは、従来
より、種々のものが提案されている。
【０００３】
　例えば、日本国特許４００９６３９号公報の図１２等には、ナビゲーション画面に、気
管支のライブ画像およびＶＢＳ画像を表示すると共に、ルートの全ての分岐点でのＶＢＳ
画像を縮小して分岐サムネイルＶＢＳ画像として表示することが記載されている。ここに
、ＶＢＳ画像は、被検体の３次元領域の画像データであるＣＴ画像データに基づき生成さ
れた、被検体内の体腔路の仮想の内視鏡像である。
【０００４】
　また、日本国特開２００２－１７７５１号公報には、硬性鏡の先端と被検体の対象部位
との距離を算出して、硬性鏡の先端が対象部位に所定距離よりも近付いたときに、図１０
に示されている頭部に係る３方向投影画像を、図１１に示すような状態へ拡大表示する技
術が記載されている。
【０００５】
　ところで、内視鏡により管腔臓器内を観察する際に、管腔臓器内における観察の対象物
（例えば、腫瘍など）に対する撮像画像を、異なる方向から複数取得する場合がある。こ
うして取得された複数の撮像画像を確認するために表示する方法として、従来より、時系
列に並べて表示する方法が知られている。
【０００６】
　しかしながら、従来のような単に時系列に並べて表示する方法では、対象物が複数ある
場合に、所定の対象物の撮像画像が連続して表示されると限られるものではなく、途中に
他の対象物の撮像画像が挟まって表示される等が生じることがある。そして、このような
表示では、複数の画像の中から所望の画像を選択しようとする際に、より多くの時間を要
してしまう。
【０００７】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、複数の画像の中から必要な情報に速や
かに到達することが可能となる医療機器システム、医療機器システムの作動方法を提供す
ることを目的としている。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のある態様による医療機器システムは、所定の管腔臓器内の被写体像を撮像した
撮像画像と、当該被写体像を撮像した際の撮像位置情報とを関連付けて記憶する撮像情報
記憶部と、前記所定の管腔臓器内の被写体像を結像する対物光学窓と、前記被写体像を撮
像して撮像画像を取得する撮像部と、前記対物光学窓の位置情報を取得する位置情報取得
部と、前記位置情報取得部で取得した前記位置情報を前記所定の管腔臓器の３次元形状情
報に位置合わせする位置合わせ部と、前記撮像部が前記撮像画像を取得することに伴い、
前記位置情報を前記位置合わせ部によって前記３次元形状情報に位置合わせし、前記３次
元形状情報中における当該撮像画像を取得した際の撮像位置情報を算出する撮像位置算出
部と、前記位置情報取得部で取得した前記位置情報に基づいて、前記３次元形状情報中に
おける前記撮像部による現在の撮像位置または撮像範囲を算出する制御部と、前記撮像情
報記憶部の記憶結果に基づき、前記制御部によって算出された前記撮像部による現在の撮
像位置または撮像範囲に少なくとも一部が重なる前記撮像位置情報を特定し、特定した前
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記撮像位置情報に関連する前記撮像画像を前記撮像情報記憶部から取得し、取得した前記
撮像画像を所定の基準に基づき並べた画像列を生成する画像処理部と、を有している。
【０００９】
　本発明のある態様による医療機器システムの作動方法は、撮像情報記憶部が、所定の管
腔臓器内の被写体像を撮像した撮像画像と、当該被写体像を撮像した際の撮像位置情報と
を関連付けて記憶するステップと、対物光学窓が、前記所定の管腔臓器内の被写体像を結
像するステップと、撮像部が、前記被写体像を撮像して撮像画像を取得するステップと、
位置情報取得部が、前記対物光学窓の位置情報を取得するステップと、位置合わせ部が、
前記位置情報取得部で取得した前記位置情報を前記所定の管腔臓器の３次元形状情報に位
置合わせするステップと、撮像位置算出部が、前記撮像部が前記撮像画像を取得すること
に伴い、前記位置情報を前記位置合わせ部によって前記３次元形状情報に位置合わせし、
前記３次元形状情報中における当該撮像画像を取得した際の撮像位置情報を算出するステ
ップと、制御部が、前記位置情報取得部で取得した前記位置情報に基づいて、前記３次元
形状情報中における前記撮像部による現在の撮像位置または撮像範囲を算出するステップ
と、画像処理部が、前記撮像情報記憶部の記憶結果に基づき、前記制御部によって算出さ
れた前記撮像部による現在の撮像位置または撮像範囲に少なくとも一部が重なる前記撮像
位置情報を特定し、特定した前記撮像位置情報に関連する前記撮像画像を前記撮像情報記
憶部から取得し、取得した前記撮像画像を所定の基準に基づき並べた画像列を生成するス
テップと、を有している。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態１における医療機器システムの構成を示すブロック図。
【図２】上記実施形態１における医療機器システムにより被写体を観察するときの処理を
示すフローチャート。
【図３】上記実施形態１の医療機器システムにおいて、内視鏡観察時にモニタに表示され
る画像の例を示す図。
【図４】上記実施形態１の医療機器システムにおいて、内視鏡による観察が終了した後に
、診断等を行うために画像を見直すときの処理を示すフローチャート。
【図５】上記実施形態１の医療機器システムにおいて、位置または領域が指定される前の
マップの表示例を示す図。
【図６】上記実施形態１の医療機器システムにおいて、マップに位置または領域が指定さ
れたときの表示例を示す図。
【図７】上記実施形態１の医療機器システムにおいて、マップおよび画像列が表示されて
いるときの例を示す図。
【図８】本発明の実施形態２において、所定の管腔臓器を腎盂および腎杯としたときの被
写体の観察処理を示すフローチャート。
【図９】上記実施形態２の医療機器システムにおいて、位置または領域が指定される前の
マップの表示例を示す図。
【図１０】上記実施形態２の医療機器システムにおいて、位置または領域が指定されたと
きのマップの表示例を示す図。
【図１１】上記実施形態２の医療機器システムにおいて、指定された位置または領域毎の
撮像画像がマップと共にモニタに表示される例を示す図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００１２】
［実施形態１］
　図１から図７は本発明の実施形態１を示したものであり、図１は医療機器システムの構
成を示すブロック図である。
【００１３】
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　この医療機器システムは、内視鏡１０と、画像処理装置２０と、磁気発生装置３０と、
操作部４０と、モニタ５０と、を備えている。
【００１４】
　磁気発生装置３０は、画像処理装置２０内の後述する制御部２４の制御に基づき、位置
検出用の磁場を発生させるものである。
【００１５】
　操作部４０は、画像処理装置２０（ひいては、この医療機器システム）に対する各種の
操作入力を行うためのものであり、タッチパネル、キーボード、マウス、トラックボール
、フットスイッチ等のデバイスを適宜含んで構成されている。この操作部４０は、後述す
る３次元形状情報中の、所定の位置または領域を手動で指定するための指定部（自動で指
定するための指定部は、後述する制御部２４などが該当する）として機能する。また、操
作部４０は、後述する３次元モデル画像の選択操作などにも用いられる。
【００１６】
　モニタ５０は、内視鏡１０から取得された撮像画像５５（図３等参照）、３次元形状情
報に基づいて画像処理装置２０により生成された所定の管腔臓器のマップ５１（図３等参
照）、あるいはこの医療機器システムに係る各種の設定情報などを表示する表示装置であ
る。
【００１７】
　内視鏡１０は、対物光学窓１１と、撮像部１２と、磁気センサ１３と、を有している。
ここに、内視鏡１０は、通常の白色光による白色光観察を行うものであっても良いし、白
色光観察に加えて、あるいは白色光観察に代えて、ＮＢＩ（Narrow Band Imaging）光等
の特殊光を用いた特殊光観察を行うことができるものであっても良い。ここに、適切な特
殊光を用いた特殊光観察を行うと、腫瘍等の発見が容易になる利点がある。
【００１８】
　対物光学窓１１は、例えばレンズ等の光学部材を含んで構成され、所定の管腔臓器内の
被写体像（被写体の光学像）を撮像部１２に結像する。なお、本実施形態においては所定
の管腔臓器が例えば膀胱５６（図３、図５～図７等参照）であるものとして説明を行うが
、もちろんその他の管腔臓器であっても構わない（後述する実施形態２に他の管腔臓器の
例（腎盂および腎杯）を示す）。
【００１９】
　撮像部１２は、対物光学窓１１により結像された被写体像を撮像して撮像画像５５を取
得する。撮像部１２は、この図１に示す例においては内視鏡１０内に設けられているが、
内視鏡１０がリレー光学系等を有する光学内視鏡である場合には、この光学内視鏡の接眼
部に取り付けて使用するカメラヘッド等であっても構わない。
【００２０】
　磁気センサ１３は、磁気発生装置３０により発生された磁場を検出することにより、対
物光学窓１１の位置情報を取得する位置情報取得部である。なお、位置情報取得部として
、ここでは磁気センサ１３を用いたが、その他の技術を用いても構わない。
【００２１】
　画像処理装置２０は、画像処理部２１と、撮像情報記憶部２２と、３次元形状情報記憶
部２３と、制御部２４と、を備えている。ここに、制御部２４は、距離情報取得部２５と
、位置合わせ部２６と、撮像位置算出部２７と、を含んでいる。
【００２２】
　まず、制御部２４は、この画像処理装置２０内の各部を含む、この医療機器システム全
体を制御するものである。
【００２３】
　３次元形状情報記憶部２３は、所定の管腔臓器の３次元形状情報を記憶している。ここ
に、３次元形状情報は、例えば、管腔臓器の３次元モデル画像、あるいは被検者自身から
取得した管腔臓器の３次元画像情報などであるが、本実施形態においては管腔臓器の３次
元モデル画像であるものとする。ただし、管腔臓器の大きさや形状は、性別や年齢等に応
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じて異なる場合がある。そこで、３次元形状情報として３次元モデル画像を用いる場合に
は、大きさや形状が異なる複数の３次元モデル画像を３次元形状情報記憶部２３に予め記
憶させておき、操作部４０からの選択操作に基づいて、所望の３次元モデル画像を選択す
ることができるようにすると良い。
【００２４】
　位置合わせ部２６は、磁気センサ１３で取得した位置情報を３次元形状情報に位置合わ
せする。すなわち、位置合わせ部２６は、内視鏡１０が所定の管腔臓器内に挿入されてい
るときの対物光学窓１１の位置が、３次元形状情報記憶部２３から読み出した３次元形状
情報におけるどの位置に対応するかを算出する。
【００２５】
　距離情報取得部２５は、対物光学窓１１から所定の管腔臓器までの距離情報を取得する
。この距離情報取得部２５による距離情報の取得は、例えば、３Ｄ測距により行っても良
いし、レーザ測距により行っても構わないし、その他の適宜の測距技術を適用することが
可能であって特定の技術に限定されるものではない。
【００２６】
　撮像位置算出部２７は、撮像部１２が撮像画像５５を取得することに伴い、撮像画像５
５取得時における対物光学窓１１の位置情報を、位置合わせ部２６によって３次元形状情
報に位置合わせする。そして位置合わせされた位置情報と、距離情報取得部２５から取得
された距離情報とに基づいて、撮像画像５５の３次元形状情報中の所定の管腔臓器におけ
る撮像範囲（つまり、３次元形状情報中の所定の管腔臓器において、撮像画像５５に写っ
ている範囲）を、３次元形状情報中における撮像位置情報として算出する。
【００２７】
　画像処理部２１は、撮像部１２から取得された撮像画像５５にホワイトバランス処理や
同時化処理、ガンマ変換などの各種の画像処理を行って、撮像情報記憶部２２へ出力し記
憶させる。
【００２８】
　撮像情報記憶部２２は、制御部２４の制御に基づき、撮像位置算出部２７により算出さ
れた撮像位置情報と、画像処理部２１により画像処理された撮像画像５５と、を関連付け
て記憶する。なお、撮像情報記憶部２２が撮像画像５５に関連付けて記憶する情報は、こ
の撮像位置情報以外にも、後述する所定の基準等のその他の幾つかの情報を含めることが
可能となっている。
【００２９】
　上述した画像処理部２１は、さらに、３次元形状情報記憶部２３から読み出した３次元
形状情報に基づいて、所定の管腔臓器のマップ５１を生成してモニタ５０へ出力し表示さ
せる。ユーザは、モニタ５０に表示されたマップ５１を参照して、上述した操作部４０に
よる３次元形状情報中の所定の位置または領域の指定を行う。
【００３０】
　そして、画像処理部２１は、撮像情報記憶部２２の記憶結果に基づき、操作部４０また
は制御部２４によって指定された位置または領域に少なくとも一部が重なる撮像位置情報
を全て特定し、特定された撮像位置情報に関連する撮像画像５５を撮像情報記憶部２２か
ら全て取得して、取得した撮像画像５５を位置または領域毎に所定の基準に基づき並べた
画像列５２（図３、図７等参照）を生成する。
【００３１】
　ここに、所定の基準は、距離情報取得部２５により取得された対物光学窓１１から撮像
位置（被写体（被写体は内視鏡１０による検査対象であるために、適宜、被検体ともいう
）において撮像された範囲の例えば中心）までの距離情報、被検体の特定位置（例えば、
現在の撮像範囲（現在の観察範囲）の中心（現在の撮像位置）、または指定された位置、
あるいは指定された領域の中心、被検体における特定の部位（例えば膀胱５６における尿
道口５６ａ）など）から撮像位置情報で示される位置までの距離、撮像画像５５が取得さ
れた時刻順である時系列、所定の管腔臓器内の所定の特徴部位（腫瘍等）の大きさ、など
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の何れかが例として挙げられるが、これらに限るものではない。そして、取得された所定
の基準は、上述したように、撮像画像５５に関連付けて撮像情報記憶部２２に記憶される
。
【００３２】
　また、画像処理部２１は、これら複数の基準の中のどれを、撮像画像５５を並べるため
の所定の基準とするかを選択的に変更可能に構成されている。ここに、所定の基準は、検
査対象となる所定の管腔臓器などに応じて制御部２４が自動的に選択しても良いし、ユー
ザが操作部４０を用いて手動で選択するようにしても構わない。
【００３３】
　次に、図２は医療機器システムにより被写体を観察するときの処理を示すフローチャー
トである。
【００３４】
　この処理を開始すると、３次元形状情報記憶部２３から所定の管腔臓器、ここでは例え
ば膀胱５６の３次元モデル画像である３次元形状情報を、上述したような複数の３次元モ
デル画像の中から選択して読み出す（ステップＳ１）。
【００３５】
　次に、内視鏡１０の挿入部を被検体に挿入し、挿入部先端を、被検体の基準位置、例え
ば膀胱５６と尿道との境界位置である尿道口５６ａ（図３、図５～図７等参照）に接触さ
せた状態で、磁気センサ１３により位置検出を行うことで、被検体の基準位置の検出を行
う（ステップＳ２）。
【００３６】
　そして、磁気センサ１３により検出する位置情報（センサ座標情報）と、３次元形状情
報における座標（３次元形状座標）との関連付けを、位置合わせ部２６を用いて算出する
（ステップＳ３）。なお、ここではステップＳ２で取得した基準位置（尿道口５６ａ）の
センサ座標情報を用いて３次元形状座標との関連付けを行う例（関連付けの具体例として
は、センサ座標情報と３次元形状座標との座標変換法則の算出など）を示したが、これに
限定されるものではなく、その他の適宜の技術を利用することができる。この関連付けが
一旦算出されれば、その後は、任意の時点で磁気センサ１３により検出した位置情報を、
３次元形状情報に位置合わせすることが可能となる。
【００３７】
　そして、内視鏡１０による管腔臓器内の観察（つまり、撮像部１２によりリアルタイム
動画像を取得しモニタ５０に表示しての観察）を上述した白色光観察または特殊光観察に
より行い（ステップＳ４）、観察中に腫瘍を発見した場合には、ユーザはレリーズスイッ
チをオンすることで腫瘍発見を医療機器システムに入力する。これに対応するために、制
御部２４は、レリーズスイッチがオンされたか否かを判定している（ステップＳ５）。こ
こにレリーズスイッチは、例えば操作部４０のフットスイッチ、あるいは内視鏡１０に設
けられた図示しないスコープスイッチなどが該当する。
【００３８】
　ここでレリーズスイッチがオンされていないと判定された場合には、ステップＳ４へ戻
って、内視鏡観察を引き続いて行う。
【００３９】
　また、ステップＳ５においてレリーズスイッチがオンされたと判定された場合には、撮
像部１２により静止画像としての撮像画像５５を取得すると共に、レリーズスイッチがオ
ンされた時点におけるセンサ座標情報を磁気センサ１３から取得する（ステップＳ６）。
【００４０】
　ここで取得したセンサ座標情報は、近似的な腫瘍位置情報として扱うことが可能である
が、このセンサ座標情報と後述するステップＳ８において取得する距離情報とを用いてよ
り正確な腫瘍位置情報を算出するとさらに良い。
【００４１】
　そして、取得したセンサ座標情報に基づき、位置合わせ部２６が、ステップＳ３で算出
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した関連付けに基づき、対物光学窓１１の３次元形状座標を算出する（ステップＳ７）。
【００４２】
　また、距離情報取得部２５が、レリーズスイッチがオンされたときの、対物光学窓１１
から、被検体における撮像範囲の例えば中心までの距離情報を取得する（ステップＳ８）
。
【００４３】
　続いて、撮像位置算出部２７が、取得された距離情報に基づいて、撮像画像５５上の対
象物（例えば、撮像画像５５上の腫瘍などの所定の特徴部位）の大きさを取得する（ステ
ップＳ９）。
【００４４】
　なお、ここでは対象物（所定の特徴部位）の大きさを、距離情報に基づいて算出してい
るが、これに限るものではない。例えば、磁気センサ１３による位置情報の取得を行いな
がら、ユーザが内視鏡１０の挿入部先端を対象物の輪郭に沿ってトレースし、このトレー
スによって得られる軌跡に基づいて対象物の大きさを算出するようにしても良いし、その
他の適宜の技術を用いても構わない。
【００４５】
　また、ここでは、画像を並べて表示する際の所定の基準として対象物（所定の特徴部位
）の大きさを用いることを想定してこのステップＳ９の処理を行っているが、もし所定の
基準として用いない場合にはこのステップＳ９の処理を省略することも可能である。
【００４６】
　ステップＳ７において算出した対物光学窓１１の３次元形状座標と、ステップＳ８にお
いて取得した距離情報と、内視鏡１０の画角情報（この画角情報は、例えば、内視鏡１０
が画像処理装置２０に接続されたときに、制御部２４が内視鏡１０から取得する）と、に
基づいて、ステップＳ６において取得した撮像画像５５の３次元形状情報における撮像範
囲（つまり、３次元形状情報としての所定の管腔臓器の内壁面における撮像範囲）と、こ
の撮像範囲の例えば中心である撮像位置と、の少なくとも一方（ここでは、例えば両方）
を算出する（ステップＳ１０）。
【００４７】
　そして、画像処理部２１により画像処理された撮像画像５５と、撮像位置算出部２７に
より算出された撮像位置・撮像範囲と、距離情報取得部２５により取得された距離情報と
、ステップＳ９において取得された対象物（所定の特徴部位）の大きさ情報と、を関連付
けて撮像情報記憶部２２に保存する（ステップＳ１１）。
【００４８】
　なお、ここでは撮像画像５５に関連付けて記憶する情報として、撮像位置、撮像範囲、
距離情報、および対象物（所定の特徴部位）の大きさ情報を例に挙げたが、これらの内の
幾つかを省略しても構わないし、これらに加えて、またはこれらの内の何れかに代えて、
その他の情報（例えば、上述した被検体の特定位置から撮像位置情報で示される位置まで
の距離など）を撮像画像５５に関連付けて記憶するようにしても良い。
【００４９】
　また、撮像画像５５を撮像情報記憶部２２に保存する際には、例えば画像ファイル等の
ファイル形式で保存されるのが一般的であるが、画像ファイルには撮像時刻あるいはファ
イル保存時刻等の時刻情報が記録される。従って、こうした時刻情報も、撮像画像５５に
関連付けて記憶される情報の１つとなることはいうまでもない。
【００５０】
　制御部２４は、磁気センサ１３から得られる位置情報に基づいて、現在の撮像位置また
は撮像範囲を算出して指定し（従って、制御部２４は、３次元形状情報中の、所定の位置
または領域を自動で指定するための指定部として機能する）、現在の撮像位置（現在の撮
像範囲の例えば中心）または現在の撮像範囲を過去に撮像した画像（例えば、現在の撮像
位置または撮像範囲に、撮像範囲の少なくとも一部が重なる撮像画像５５）を、撮像情報
記憶部２２に記憶されている撮像画像５５の中から検索する（ステップＳ１２）。
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【００５１】
　そして、制御部２４は、図３に示すような表示を行う（ステップＳ１３）。ここに図３
は、医療機器システムにおいて、内視鏡観察時にモニタ５０に表示される画像の例を示す
図である。
【００５２】
　図示のように、モニタ５０には、３次元形状情報から作成される所定の管腔臓器のマッ
プ５１と、画像列５２とが、例えば左右に隣接して表示される。
【００５３】
　図３に示す例においては、マップ５１として、所定の管腔臓器である膀胱５６の内壁の
２次元展開図である下半球図５６ｂと上半球図５６ｔとが表示される。この膀胱５６の２
次元展開図には、さらに、ステップＳ２において基準位置として用いた尿道口５６ａも表
示されている。
【００５４】
　制御部２４は、このマップ５１に、過去の撮像位置５３と、現在の撮像位置または撮像
範囲（図３に示す例では、指定された所定の領域である現在の撮像範囲５４）と、をさら
に表示する。
【００５５】
　そして、制御部２４は、画像列５２として、現在の撮像範囲５４に撮像位置５３の少な
くとも一部が重なる過去の撮像画像５５を、上述したような所定の基準の何れかに基づき
、並べて一覧表示する（図３に示す例では、３つの撮像画像５５が縦方向に配列して表示
されている）。
【００５６】
　このステップＳ１３では、例えば、所定の基準として被検体における特定の部位から撮
像位置までの距離を用い、特定の部位を現在の撮像位置に設定して、撮像画像５５の撮像
位置が現在の撮像位置（現在の観察範囲の中心）に近い順に並べて一覧表示している。こ
の場合には、現在の撮像範囲５４に重なる割合が大きい順に過去の撮像画像５５を一覧表
示していることになる。そして、一覧表示される撮像画像５５は、ステップＳ５において
、腫瘍５６ｃを発見したユーザがレリーズスイッチを操作して撮像された画像であるため
に、腫瘍５６ｃが写っている。
【００５７】
　こうして、現在の撮像範囲５４における過去の撮像画像５５が配列して表示されるため
に、ユーザは、現在の撮像範囲５４においてさらに画像を取得するか、あるいは撮像範囲
を移動させるか、さらにあるいは観察を終了するかを、即時に適切に判断することが可能
となる。
【００５８】
　具体的に、図３に示されている例においては、画像列５２が、複数の腫瘍５６ｃを俯瞰
した撮像画像５５（上および中央の撮像画像５５）と、複数の腫瘍５６ｃの内の１つの腫
瘍５６ｃのみを近接して正面視した撮像画像５５（下の撮像画像５５）と、を含んでいる
。
【００５９】
　そこで、ユーザは、画像列５２の撮像画像５５に表示されている特徴から、例えば、近
接撮影されていないその他の腫瘍５６ｃに関しても、近接画像を取得する、といった判断
を行うことが可能となる。このように、腫瘍５６ｃに対する、近接画像の更なる取得、ま
たはより一層の拡大画像の取得、あるいは異なる方向からの画像取得、さらにあるいは俯
瞰画像が含まれていない場合の俯瞰画像の取得、ブレが発生している画像の再取得、光源
を例えば白色光から特殊光へ変更しての画像の再取得、などをユーザが判断することが可
能となる。
【００６０】
　そして、観察を終了するか否かを判定して（ステップＳ１４）、終了しないと判定され
た場合にはステップＳ４へ戻って内視鏡観察を引き続いて行い、終了すると判定された場
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合にはこの処理を終える。
【００６１】
　次に、図４は医療機器システムにおいて、内視鏡１０による観察が終了した後に、診断
等を行うために画像を見直すときの処理を示すフローチャートである。
【００６２】
　この処理を開始すると、画像列５２におけるデフォルトのソート順序（並び順）を設定
する（ステップＳ２１）。ここに、デフォルトのソート順序は、医療機器システムにおい
て基本として設定されているソート順序、または、前回使用したソート順序、等である。
このソート順序は、上述したような、画像を並べて表示する際の所定の基準により設定さ
れる。
【００６３】
　続いて、各撮像画像５５に関連付けられた撮像位置、撮像範囲、距離情報、大きさ情報
などを読み込む（ステップＳ２２）。
【００６４】
　そして図５に示すように、モニタ５０に、被検体の３次元形状情報から作成された所定
の管腔臓器のマップ５１を表示し、さらに、マップ５１に、撮像情報記憶部２２に記憶さ
れている各撮像画像５５の撮像位置５３を表示する（ステップＳ２３）。
【００６５】
　ここに、図５は、医療機器システムにおいて、位置または領域が指定される前のマップ
５１の表示例を示す図である。図５に示すマップ５１は、図３に示した例と同様に膀胱５
６の内壁の２次元展開図であって、下半球図５６ｂと上半球図５６ｔと尿道口５６ａとが
表示される。
【００６６】
　その後、図５のモニタ表示を見たユーザにより、診断画像の選択を行いたい部分として
の位置または領域が、指定部である操作部４０の例えばマウスやトラックボール等を用い
て指定される（ステップＳ２４）。ここに、このステップＳ２４の処理を最初に行う場合
には１つ以上の所望の数の位置または領域が指定されることになり、２回目以降の場合に
は、もし位置または領域が追加して（もしくは既存の指定をキャンセルして新たに）指定
されなければ、既に指定されている位置または領域に基づいて次の処理に進むことになる
。
【００６７】
　図６は、医療機器システムにおいて、マップ５１に位置または領域が指定されたときの
表示例を示す図である。この図６に示す例では、１つ以上の撮像位置５３を含む領域Ａ，
Ｂ，Ｃが指定されているが、領域に代えて位置（点）として指定されても構わない。
【００６８】
　すると、制御部２４は、撮像情報記憶部２２に記憶されている撮像画像５５の中から、
指定された位置または領域に撮像範囲の少なくとも一部が重なる撮像画像５５を検索する
（ステップＳ２５）。
【００６９】
　そして、制御部２４の制御に基づいて、画像処理部２１が、指定された位置または領域
毎に、検索された撮像画像５５を所定の基準に基づくソート順に並べ、モニタ５０におけ
るマップ５１の隣に画像列５２として一覧表示する（ステップＳ２６）。
【００７０】
　図７は、医療機器システムにおいて、マップ５１および画像列５２が表示されていると
きの例を示す図である。この図７に示す例では、それぞれの領域Ａ，Ｂ，Ｃの少なくとも
一部に撮像位置５３が重なる撮像画像５５が、縦方向に配列して表示されている。
【００７１】
　この図７に示されている例においては、ユーザは、各領域Ａ，Ｂ，Ｃに属する撮像画像
５５に表示されている特徴から、以下のような判断や選択を行うことができる。
【００７２】
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　まず、領域Ａの画像列５２は、複数の腫瘍５６ｃを俯瞰した撮像画像５５（上から１～
４番目の撮像画像５５）と、複数の腫瘍５６ｃの内の１つの腫瘍５６ｃのみを正面視した
撮像画像５５（上から５番目（一番下）の撮像画像５５）と、を含んでいる。
【００７３】
　領域Ｂの画像列５２は、１つまたは複数の腫瘍５６ｃを俯瞰した撮像画像５５のみを含
んでいる。
【００７４】
　領域Ｃの画像列５２は、１つの腫瘍５６ｃを異なる方向および異なる拡大率で観察した
撮像画像５５を含んでいる。
【００７５】
　そこで、この図４に示すような内視鏡１０による観察が終了した後の段階の場合には、
例えば、領域Ａの場合には、複数の腫瘍５６ｃ全体を俯瞰することができている上から２
番目の撮像画像５５を診断画像として選択してカルテに残す、という選択が可能となる。
また、領域Ｂの場合には、一番下の撮像画像５５が、２つある腫瘍５６ｃの内の１つが内
視鏡１０の撮像方向がぶれる等により見失われているために、削除するという選択が可能
となる。さらに、領域Ｃの場合には、下側の撮像画像５５が、正面からの拡大画像であっ
て組織性状を把握することができるとして、診断画像として選択しカルテに残すといった
選択が可能となる。
【００７６】
　続いて、ユーザにより、ソート順序の変更操作がされたか否かを判定し（ステップＳ２
７）、変更操作がされたと判定された場合には、変更されたソート順序を設定してから（
ステップＳ２８）、上述したステップＳ２６へ行って新たなソート順序による一覧表示を
行う。これにより、ユーザは、所望の基準への変更を行って、変更された基準に基づき並
び替えられた撮像画像５５を観察することが可能となる。
【００７７】
　また、ステップＳ２７において、変更操作がされていないと判定された場合には、観察
を終了するか否かを判定し（ステップＳ２９）、終了しないと判定された場合にはステッ
プＳ２４へ戻って上述したような処理を行い、終了すると判定された場合にはこの処理を
終える。
【００７８】
　このような実施形態１によれば、指定された３次元形状情報中の位置または領域に少な
くとも一部が重なる撮像位置情報を全て特定して、特定した撮像位置情報に関連する撮像
画像５５を撮像情報記憶部２２から全て取得し、取得した撮像画像５５を位置または領域
毎に所定の基準に基づき並べた画像列を生成するようにしたために、ユーザが、複数の画
像の中から必要な情報（一例を挙げれば、腫瘍５６ｃの組織性状を判断するのに適した撮
像画像５５等）に速やかに到達することが可能となる。
【００７９】
　そして、複数の位置または領域を指定してそれぞれに画像列を表示する表示領域を生成
するようにしたために、所望の対象物の画像選択が容易になると共に、各位置または領域
内における画像同士の比較や、各位置または領域同士の比較を一目で容易に行うことが可
能となる。
【００８０】
　また、撮像位置情報が３次元形状情報中における撮像範囲に関する情報を含むようにし
たために、撮像範囲を視覚的に簡単に把握することができる。
【００８１】
　さらに、所定の基準を複数の基準の中から選択的に変更可能としたために、必要な情報
に最も到達し易い順序に画像列を並び替えることができる。
【００８２】
　このとき、所定の基準として距離情報を用いることで、撮像時の対物光学窓１１から腫
瘍までの撮影距離の大小関係を直ちに把握することができる。
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【００８３】
　また、所定の基準として被写体の特定位置から撮像位置情報で示される位置までの距離
を用いることで、例えば複数の腫瘍が存在する場合にどれとどれが同じ腫瘍かなどを容易
に想定することが可能となる。
【００８４】
　さらに、所定の基準として時系列を採用することで、内視鏡１０による観察時の手順や
様子を思い出しながらの画像確認が可能となる。
【００８５】
　加えて、所定の基準として所定の管腔臓器内の所定の特徴部位の大きさを用いることで
、腫瘍等の大小関係を容易に把握することができる。
【００８６】
　そして、指定部が、撮像位置情報を、指定された位置または領域として指定するように
したために、指定が容易であると共に、腫瘍等を群として捉えることが可能となる。
【００８７】
　こうして、観察中に観察状況を振り返って、画像をさらに取得する必要があるか否かを
判断し、観察が終了した後に画像を見直して、管腔臓器における指定領域の少なくとも一
部に撮像範囲が重なる撮像画像５５群の中から、診断を行うのに適切な画像を選択するこ
とが可能となる。
【００８８】
［実施形態２］
　図８から図１１は本発明の実施形態２を示したものであり、図８は所定の管腔臓器を腎
盂および腎杯としたときの被写体の観察処理を示すフローチャートである。
【００８９】
　この実施形態２において、上述の実施形態１と同様である部分については同一の符号を
付すなどして説明を適宜省略し、主として異なる点についてのみ説明する。
【００９０】
　上述した実施形態１では、所定の管腔臓器として膀胱５６を例に挙げたが、本実施形態
は腎盂および腎杯を例に挙げたものとなっている。
【００９１】
　この処理を開始すると、３次元形状情報記憶部２３から、被検者の３次元画像情報を取
得する（ステップＳ３１）。すなわち、上述した実施形態１では、３次元形状情報として
、管腔臓器の３次元モデル画像を想定していたが、本実施形態は、被検者自身から取得し
た管腔臓器の３次元画像情報を想定したものとなっている。
【００９２】
　ここに、被検者の３次元画像情報は、例えば、ＣＴ装置、あるいはＭＲＩ装置等によっ
て、被験者自身から予め取得されたものである。こうして取得された３次元画像情報は、
例えば院内ワークステーション等により管理されている。従って、図１においては３次元
形状情報記憶部２３が画像処理装置２０内に設けられている例を示したが、３次元形状情
報記憶部２３は、画像処理装置２０外に設けられた例えば院内ワークステーション等であ
っても構わない。
【００９３】
　次に、取得されて３次元形状情報記憶部２３に記憶されている被検者の３次元画像情報
から、所定の管腔臓器、ここでは例えば腎盂および腎杯（これら腎盂および腎杯をまとめ
て、図９～図１１においては符号５７を付している）の３次元形状情報を抽出して読み出
す（ステップＳ３２）。この読み出しは、３次元形状情報記憶部２３が例えば院内ワーク
ステーションである場合にはデータのダウンロードとして行われ、読み出された３次元形
状情報は、制御部２４の制御に基づいて画像処理部２１により処理された後に、モニタ５
０に例えば図９に示すようなマップ５１として表示される。
【００９４】
　尚、ここでは被検者の３次元画像情報は、ＣＴ装置等によって、予め取得されたもので
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あるをことを説明したが、３次元画像情報の取得方法はこれに限られるものではない。例
えば、画像処理部２１が撮像部１２が撮像した撮像画像に基づいた観察位置、視線方向デ
ータを用いて、内視鏡１０の撮像部１２により撮像（観察）された撮像画像に対応する３
次元画像情報を生成するようにしても良い。
【００９５】
　この場合、画像処理部２１は例えば特許第５３５４４９４号の公報に記載された方法や
、この公報以外に公知となるShape from Shading 法のように１枚の２次元画像から対応
する３次元形状を推定しても良い。また、２枚以上の画像を用いるステレオ法、単眼移動
視による３次元形状推定法、ＳＬＡＭ法、位置センサと組み合わせて３次元形状を推定す
る手法でも良い。また、３次元形状を推定する場合、外部のＣＴ装置等の断層像取得装置
から取得した３次元画像データを参照して３次元形状データを構築するようにしても良い
。
【００９６】
　ここに、図９は、医療機器システムにおいて、位置または領域が指定される前のマップ
５１の表示例を示す図である。
【００９７】
　図示のように、モニタ５０には、３次元形状情報から作成される所定の管腔臓器のマッ
プ５１（ここでは、腎盂および腎杯５７の２次元マップ）が表示され、マップ５１内には
、腎盂５７ａと、腎杯５７ｂと、尿管５８とが表示される。
【００９８】
　そして、画像列５２におけるデフォルトのソート順序（並び順）を上述した実施形態１
と同様に設定する（ステップＳ３３）。
【００９９】
　その後、ユーザが撮像画像５５を表示したい位置または領域が、図９に示すマップ５１
上において１つ以上指定されるのを待つ（ステップＳ３４）。そして、位置または領域が
指定されたら、指定された位置または領域をモニタ５０に表示しているマップ５１に重畳
表示する。
【０１００】
　ここに、図１０は、医療機器システムにおいて、位置または領域が指定されたときのマ
ップ５１の表示例を示す図である。この図１０に示す例では、６つの位置Ａ～Ｆが指定さ
れているが、領域として指定されても構わない。なお、ユーザからの位置または領域が指
定されるタイミングは、その他のタイミングであっても構わない。
【０１０１】
　次に、内視鏡１０の挿入部を被検体に挿入し、挿入部先端を、被検体の基準位置、ここ
では腎盂および腎杯５７における所定の基準位置に接触させた状態で、磁気センサ１３に
より位置検出を行う（ステップＳ３５）。
【０１０２】
　そして、磁気センサ１３により検出する位置情報（センサ座標情報）と、３次元形状情
報における座標（３次元形状座標）との関連付けを、位置合わせ部２６を用いて算出する
（ステップＳ３６）。なお、その他の適宜の技術を利用してセンサ座標情報と３次元形状
座標との関連付けを行っても良いことは上述した実施形態１と同様である。
【０１０３】
　そして、内視鏡１０による管腔臓器内の観察を行い（ステップＳ３７）、レリーズスイ
ッチがオンされたか否かを制御部２４が判定する（ステップＳ３８）。
【０１０４】
　ここでレリーズスイッチがオンされていないと判定された場合には、ステップＳ３７へ
戻って、内視鏡観察を引き続いて行う。
【０１０５】
　また、ステップＳ３８においてレリーズスイッチがオンされたと判定された場合には、
撮像部１２により撮像画像５５を取得すると共に、レリーズスイッチがオンされた時点に
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おけるセンサ座標情報を磁気センサ１３から取得する（ステップＳ３９）。
【０１０６】
　そして、取得したセンサ座標情報に基づき、位置合わせ部２６が対物光学窓１１の３次
元形状座標を算出する（ステップＳ４０）。
【０１０７】
　また、距離情報取得部２５が、レリーズスイッチがオンされたときの、対物光学窓１１
から、被検体における撮像範囲の例えば中心までの距離情報を取得する（ステップＳ４１
）。
【０１０８】
　ステップＳ４０において算出した対物光学窓１１の３次元形状座標と、ステップＳ４１
において取得した距離情報と、内視鏡１０の画角情報と、に基づいて、ステップＳ３９に
おいて取得した撮像画像５５の３次元形状情報における撮像範囲と、この撮像範囲の例え
ば中心である撮像位置と、の少なくとも一方（ここでは、例えば両方）を算出する（ステ
ップＳ４２）。
【０１０９】
　尚、このステップＳ４１，Ｓ４２では距離を算出して撮像範囲や撮像位置を算出したが
、距離を算出せずに対物光学窓の３次元形状座標と、内視鏡１０の画角情報とから視野範
囲や視野中心線の３次元形状座標を求め、視野範囲や視野中心線が３次元画像情報と交わ
る部分を撮像範囲や撮像位置として算出しても良い。
【０１１０】
　そして、画像処理部２１により画像処理された撮像画像５５と、撮像位置算出部２７に
より算出された撮像位置・撮像範囲と、距離情報取得部２５により取得された距離情報と
、を関連付けて撮像情報記憶部２２に保存する（ステップＳ４３）。
【０１１１】
　制御部２４は、ステップＳ３４において指定された位置または領域に撮像範囲の少なく
とも一部が重なる撮像画像５５を、撮像情報記憶部２２に記憶されている撮像画像５５の
中から検索する（ステップＳ４４）。
【０１１２】
　そして、制御部２４は、図１１に示すような表示を行う（ステップＳ４５）。ここに図
１１は、医療機器システムにおいて、指定された位置または領域毎の撮像画像５５がマッ
プ５１と共にモニタ５０に表示される例を示す図である。
【０１１３】
　図示のように、モニタ５０には、３次元形状情報から作成される所定の管腔臓器（ここ
では腎盂および腎杯５７）のマップ５１と、画像列５２とが、例えば左右に隣接して表示
される。
【０１１４】
　ここに、図１１に表示されるマップ５１は、図１０に示したマップ５１と同様の、指定
された位置Ａ～Ｆが表示されているマップである。
【０１１５】
　また、画像列５２は、指定された位置Ａ～Ｆ毎に、指定位置を撮像範囲に含む撮像画像
５５を撮像情報記憶部２２から取得して、取得した撮像画像５５を上述した所定の基準に
基づくソート順に並べて、一覧表示したものである。
【０１１６】
　ここに所定の基準は、本実施形態のような腎盂および腎杯５７の場合には、上述した例
の他に、さらに腎盂および腎杯５７の孔部の大きさなどを採用しても良い。このときには
、撮像画像５５上の対象物（所定の特徴部位）の大きさ情報として、孔部の大きさ情報を
取得することになる。なお、撮像画像５５上の対象物（所定の特徴部位）の大きさ情報と
して、さらに、例えば小腎杯５７ｃや結石などの大きさ情報を取得して、撮像画像５５に
関連付けて撮像情報記憶部２２に保存し、画像を並べて表示する際の所定の基準としても
構わない。
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【０１１７】
　これらの撮像画像５５には、例えば、小腎杯５７ｃが写っている。また、画像処理部２
１は、制御部２４の制御に基づいて、複数の内の何れかの位置または領域に重なる撮像位
置情報がない場合には、画像列５２を表示する表示領域に撮像画像５５が存在しないこと
を示唆する示唆情報５９を重畳する。ここでは、指定された位置Ｄに撮像範囲が重なる撮
像画像５５が存在しないために、その旨の示唆情報５９として、例えば「Ｎｏ　ｄａｔａ
」を表示することにより、撮像画像５５が存在しないことを一目で容易に把握することが
できるようにしている。
【０１１８】
　この図１１に示されている例においては、ユーザは、各位置Ａ～Ｆに係る撮像画像５５
に表示されている特徴から、以下のような判断や選択を行うことができる。
【０１１９】
　まず、位置Ａ～Ｃの各画像列５２は、複数の小腎杯５７ｃを俯瞰した画像を含んでいる
。
【０１２０】
　また、位置Ｄについては、撮像画像５５が取得されていない。
【０１２１】
　さらに、位置Ｅの画像列５２は、近い位置から小腎杯５７ｃを撮像した画像と、遠い位
置から小腎杯５７ｃを撮像した画像と、が取得されている。
【０１２２】
　そして、位置Ｆの画像列５２は、複数の小腎杯５７ｃを俯瞰した画像と、それぞれの小
腎杯５７ｃを近接位置で観察した画像と、を含んでいる。
【０１２３】
　従って、内視鏡１０による観察中の場合には、例えば、位置Ａ～Ｃについては、それぞ
れの小腎杯５７ｃの近接画像を追加で取得する判断をユーザが行うことが可能であり、ま
た、位置Ｄについては、小腎杯５７ｃの観察漏れが発生しているとして小腎杯５７ｃの画
像を取得する判断をユーザが行うことが可能となる。
【０１２４】
　一方、内視鏡１０による観察が終了した後であれば、ユーザは、例えば、位置Ａについ
ては３つの小腎杯５７ｃ全体を俯瞰することができている上から２番目の撮像画像５５を
診断画像として選択しカルテに残す選択が可能となり、また、位置Ｅについては近接位置
で撮像された小腎杯５７ｃの画像のみを診断画像としてカルテに残す選択が可能となる。
【０１２５】
　続いて、ユーザにより、ソート順序の変更操作がされたか否かを判定し（ステップＳ４
６）、変更操作がされたと判定された場合には、変更されたソート順序を設定してから（
ステップＳ４７）、上述したステップＳ４５へ行って新たなソート順序による一覧表示を
行う。これにより、ユーザは、所望の基準への変更を行って、変更された基準に基づき並
び替えられた撮像画像５５を観察することが可能となる。
【０１２６】
　また、ステップＳ４６において、変更操作がされていないと判定された場合には、観察
を終了するか否かを判定し（ステップＳ４８）、終了しないと判定された場合にはステッ
プＳ３７へ戻って上述したような処理を行い、終了すると判定された場合にはこの処理を
終える。
【０１２７】
　このような実施形態２によれば、上述した実施形態１とほぼ同様に、内視鏡１０による
観察中に観察状況を振り返って、さらなる画像取得の必要性や腎杯等の観察漏れがないか
を判断し、内視鏡１０による観察を終了した後に画像を見直して、指定した位置または領
域毎に分類された撮像画像５５の中から、診断を行うのに適切な画像を選択することが可
能となる。
【０１２８】
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　そして、３次元形状情報として、被験者自身から取得した３次元画像情報を用いるよう
にしたために、より精度の高い位置合わせを行い、より正確なマップ５１を表示すること
が可能となる。
【０１２９】
　なお、上述では主として医療機器システムについて説明したが、医療機器システムを上
述したように作動させる作動方法であっても良いし、コンピュータに医療機器システムを
上述したように作動させるための処理プログラム、該処理プログラムを記録するコンピュ
ータにより読み取り可能な一時的でない記録媒体、等であっても構わない。
【０１３０】
　また、本発明は上述した実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化することができる。また、上記実施
形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明の態様を形
成することができる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削
除しても良い。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせても良い。こ
のように、発明の主旨を逸脱しない範囲内において種々の変形や応用が可能であることは
勿論である。
【０１３１】
　本出願は、２０１４年１２月１５日に日本国に出願された特願２０１４－２５３２７６
号を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求
の範囲、図面に引用されたものとする。
【要約】
　取得された撮像系の位置情報を管腔臓器の３Ｄ情報に位置合わせする位置合わせ部（２
６）と、画像取得時の３Ｄ情報中における撮像位置を、位置合わせされた位置情報に基づ
き算出する撮像位置算出部（２７）と、撮像位置と画像を関連付けて記憶する撮像情報記
憶部（２２）と、３Ｄ情報中の領域等を指定する操作部（４０）と、撮像情報記憶部（２
２）の記憶結果から、指定領域に重なる撮像位置の画像を取得して領域毎に所定の基準で
並べる画像処理部（２１）と、を有する医療機器システム。
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